
職場内で回覧して下さい

● 51人以上の企業にお勤めのパート・アルバイトの方へ

　 あなたの年金・医療がかわります。

● 「年収の壁・支援強化パッケージ」

● 協会けんぽ広島支部の保険料率は令和６年３月分（４月分納付）から

　 変更されます

● 医療機関等を受診する際にマイナンバーカードを一度使ってみませんか？

● 令和６年度の健康保険料率に反映 インセンティブ制度の実績（令和４年度）について

● 生活習慣病予防健診のご案内

● 社会保険労務士会からのお知らせ

● 社会保険協会からのお知らせ
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日本年金機構からのお知らせ 日本年金機構からのお知らせ



VOL.17/2024.04.01 33

日本年金機構からのお知らせ 日本年金機構からのお知らせ



44 VOL.17/2024.04.01

全国健康保険協会からのお知らせ 全国健康保険協会からのお知らせ
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全国健康保険協会からのお知らせ 全国健康保険協会からのお知らせ
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広島県社会保険労務士会からのお知らせ

　当協会では、令和６年度も社会保険制度を正しくご理解していただくため、広
報紙の発行、ホームページの充実、また制度や事務に関する講習会等を実施します。
　４月は年度のスタートなので、当会事業の様々なご案内をお送りしています。そ
の中で、会員特典として養成講座（基本的な社会保険事務手続きについて）やキャ
リアアップセミナー（もう少し広く詳しく学びます）の受講がありますので、是非、
お申込みください。
　なお、このお申込期限は５月17日（金）16時必着ですので、ご注意ください。
　また、長年御愛読いただいています冊子「社会保険事務便覧」は、昨年度会費
を納めていただきました会員事業所様に、今年度もお届けいたします。少しでも
皆様のお役にたてれば幸いです。

労働条件明示のルールが変わります

ねんきんのご相談・手続きは
街角の年金相談センター予約相談をご利用ください。

社労士会紛争解決センター

社労士会労働紛争解決センター 広島

◆詳細はお近くの社会保険労務士、広島労働局にお尋ねください。

月曜日から金曜日までの9：00～17：00まで
（12月29日～1月4日、祝日を除く）

法務大臣認証・厚生労働大臣指定

街角の年金相談センター広島　広島市中区橋本町10-10広島インテスビル１F
街角の年金相談センター福山　福山市東桜町1-21エストパルク６F

予約の申し込みは「予約受付専用電話」へ0570‐05‐4890

0570‐064‐794

広島県社会保険協会からのお知らせ

《予約受付時間》 毎週月曜日～金曜日（祝日を除く） 8：30～17：15 
◎予約の相談希望日の1か月前から前日まで受付しております。
◎ご連絡の際は、基礎年金番号や年金証書をご準備してください。
◎お近くの街角の年金相談センターでも受付しております。

令和6年4月号

一般財団法人　広島県社会保険協会　〒７３０-００１１ 広島市中区基町１１-１３　合人社広島紙屋町アネクス８階
TEL：０８２-２２４-１３２１　FAX：０８２-２２４-１３３０　URL：https://www.hiroshima-syahokyo.or.jp
〈写真提供〉　ピクスタ株式会社（PIXTA）
〈記事提供）　日本年金機構広島東年金事務所・全国健康保険協会広島支部・広島県社会保険労務士会

お電話は

“国家資格者の社労士が
解決します”

かいけつサポートかいけつサポート
認証紛争解決サービス

令和６年４月１日から
対　象

すべての労働者

有期契約労働者

明示のタイミング
労働契約締結時と有期労働契約の更新時

有期労働契約の締結時と更新時

無期転換ルールに基づく
無期転換申込権が発生する契約の更新時

新しく追加される明示事項
就業場所・業務の変更の範囲

更新上限の有無と内容
＋更新上限を新設・短縮しようとする場合、
その理由をあらかじめ説明すること
無期転換申込機会　無期転換後の労働条件
＋無期転換後の労働条件を決定するに当たり、
他の正社員等とのバランスを考慮した事項の
説明に努めること

職場で起きた労使間のトラブルは、労働問題の専門家である社会保険労務士が運営する
「社労士会労働紛争解決センター広島」が簡易、迅速、無料で解決します。

労務士　あっせん 検索受付
時間


